
 
 

 
平成 19年度実績評価書 

「政策の目標」 

政策目標５－１：内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 

 

（評価書 321 頁）

評 価 意 見 

評価基準ごとの審査 評価の判断理由等 

（基本的状況） 

関税政策の企画・立案に際しては、国際的な経済・貿易の発展への貢

献、国際産業の実情、需要者への影響を総合的に勘案し、国民経済の健

全な発展、更には世界経済の健全な発展につながるものとする必要があ

る。 

（19 年度の運営概況） 

20 年度関税改正においては、国際競争力強化のため、AEO 制度に係る

特例措置や対象者の拡充及び臨時開庁制度の見直し等を行うとともに、

税関における水際取締りの充実のため、知的財産侵害物品等の水際取締

りの強化等の改正を行った。また、国際競争力強化及び利用者の利便性

向上に資するとの観点から、輸出入等関連情報処理システムを一体的に

運営できるよう措置すること及び（独）通関情報処理センターの民営化

（特殊会社化）等の内容を盛り込んだ法律案を 20 年２月１日に通常国会

に提出した（20年５月成立）。 

特殊関税については、韓国及び台湾産ポリエステル短繊維に対する不

当廉売関税の課税期間や米国バード修正条項に対する報復関税の適用期

限の延長等を行った。 

（達成度に係る評価の理由等） 

関税改正に当たっては、関税・外国為替等審議会や各種官民協議会等

での意見を踏まえるなど、内外の経済情勢や国民のニーズの把握に努

め、適切な関税制度の改善を行ったとともに、特殊関税についても、国

際ルール及び国内法に基づき、透明かつ公平、厳正に対処したため、

「Ａ 達成に向けて相当の進展があった。」と評価した。 

１ 「政策の目標」の達成度 

Ａ 達成に向けて相当の進展があった。 

 

 

（今後の課題） 

今後とも、①内外事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改

善、②国際ルール及び国内法令に基づいた特殊関税制度の透明かつ公

平、厳正な運用を引き続き推進していく。 

２ 事務運営のプロセスの適切性、有効性、効率性 

適切であった。 

有効であった。 

効率的であった。 

 

 

（事務運営プロセスに係る評価の理由等） 

（適切性） 

20 年度関税改正に当たっては、内外の経済情勢、貿易動向、国民のニ

ーズ等を踏まえ、各府省庁と協議を十分に行った上で、関税・外国為替

等審議会の調査・審議の結果を反映し、関税改正作業を行った。また、

特殊関税については、国際ルール及び国内法に基づき、透明かつ公平、

厳正に対処した。 

（有効性） 

20 年度関税改正に当たり、各府省庁や経済団体等からの要望等を踏ま

えるなど、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、検討に当たっ

ては、内外の市況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収集を行

い、改正作業に活用した。 

（効率性） 

20 年度関税改正に当たり、要望書において客観的情報等の提示を求め

るとともに、各府省庁との協議の際、それらの資料の十分な活用に努め

るなど、効率的な事務運営に努めた。 

３ 結果の分析の的確性 

 おおむね的確に行われている。 

（結果の分析の的確性に係る評価の理由等） 

参考指標を設定した上で、目標を巡る内外の社会経済情勢の説明を行

った。 

４ 当該政策や、政策評価システムの運用の改善への提言 

政策について有益な提言がなされている。 

 

（今後の提言等） 

（政策の改善） 

関税改正要望について関係府省庁との協議をより一層行うとともに、

今後とも官民の検討の場における議論等を踏まえるなど国民のニーズの

的確な把握に努める。 

講 評 
（財務省の政策評
価の在り方に関す
る懇談会） 

 
 
 
 
 


